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「
賑
民
圃
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

川
越
○
四

賑
民
圃
碑

田
中
三
興

戸
井
田
廣

田
中
三
興

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

―

一
八
六
五
・
元
治
二

笠
幡

個
人
宅

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
笠
幡
の
名
家
発
智
家
二
十
四
代
当
主
の
正
兵
衛
家
正
（
光
正
）
が
、
祖
父
慶
治
郎
規
正
が

行
っ
た
賑
民
事
業
を
顕
彰
す
る
た
め
に
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

■
写
真

○
写
真
１

石
碑
正
面

○
写
真
２

題
額

○
写
真
３

「
碑
記
」
部
分



- 2 -

二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

（
正
面
）

◎
題
額
（
楷
書
体
）

賑民圃碑
◎
碑
記
（
楷
書
体
）

賑
民
圃
碑

川
越
戸
井
田
廣
撰

河
嶋
中
三
興
書
并
題
額

富
之
潤
屋
也
尚
矣
有
以
富
成
德
者
而
發
智
氏
家
正
之
祖
規
正
九
十
猶
瞿

鑠
焉
器
度
過
人
富
倍
其
先
家
正
仕
之
甚
謹
曽
謂
人
家
不
可
無
耆
老
也
不

敢
用
責
院
而
子
孫
不
得
怠
惰
六
七
十
年
之
事
不
求
於
簿
書
而
記
憶
之
然

衣
非
帛
不
暖
食
非
肉
不
飽
至
于
富
者
則
可
也
貧
者
何
以
給
之
乎
吾
郷
貧

民
多
矣
四
世
祖
深
憂
之
以
金
若
干
貸
郷
人
毎
□
臘
月
以
其
息
均
分
之
名

社
倉
金
郷
人
悦
服
天
保
中
其
事
竟
廢
矣
先
大
人
有
意
于
再
興
不
幸
而
早

没
故
不
之
果
也
余
不
肖
承
祖
父
業
而
田
園
無
故
年
穀
屢
登
一
家
衣
食
自

有
贏
餘
於
是
請
祖
父
而
於
宅
西
南
百
歩
之
外
畫
一
町
之
地
名
曰
賑
民
之

圃
使
郷
内
貧
民
更
耰
之
上
以
継
先
人
之
志
下
以
賑
貧
民
耆
老
以
此
圃
永

為
家
産
之
外
而
恐
予
孫
或
不
継
請
廣
記
其
事
建
石
其
傍
廣
曰
美
哉
事
也

不
敢
為
名
不
敢
為
利
老
其
老
及
人
之
老
恤
人
之
貧
割
己
之
田
非
性
質
出

於
人
者
而
其
誰
汁
之
夫
金
帛
物
也
有
火
盗
之
恐
今
換
社
倉
之
金
以
賑
民

之
圃
火
不
汁
焼
盗
不
能
□
以
傳
不
朽
非
富
之
成
徳
者
而
何
耶
為
後
之
子

孫
者
観
此
圃
誦
此
碑
粛
然
起
孝
誰
有
不
継
子
之
志
者
乎
且
此
舉
遠
合
先

哲
之
意
則
天
地
鬼
神
為
其
保
護
固
不
容
疑
也
矣
於
是
乎
記

元
治
二
年
乙
丑
正
月

發
地
家
正
建
石

＊
異
体
字

○
院

督
。

○
□

歳
。

○
汁

能
。

○
□

奪
。
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■
訳
注

◎
題
額

賑
民
圃
碑

◎
碑
記

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

賑
民
圃
碑

川
越
戸
井
田
廣
撰
。

河
嶋
中
三
興
書
并
題
額
。

富
之
潤
屋
也
尚
矣
。

有
以
富
成
德
者
。

而
發
智
氏
家
正
之
祖
規
正
、
九
十
猶
瞿
鑠
焉
。

器
度
過
人
、
富
倍
其
先
。

家
正
仕
之
甚
謹
。

曽
謂
、

人
家
不
可
無
耆
老
也
。

不
敢
用
責
督
、
而
子
孫
不
得
怠
惰
。

六
七
十
年
之
事
、
不
求
於
簿
書
而
記
憶
之
。

然
衣
非
帛
不
暖
、
食
非
肉
不
飽
。

至
于
富
者
則
可
也
。
貧
者
何
以
給
之
乎
。

吾
郷
貧
民
多
矣
。

四
世
祖
、
深
憂
之
、
以
金
若
干
貸
郷
人
。

毎
歳
臘
月
、
以
其
息
均
分
之
、
名
社
倉
金
。

郷
人
悦
服
。

天
保
中
、
其
事
竟
廢
矣
。

先
大
人
有
意
于
再
興
、
不
幸
而
早
没
。

故
不
之
果
也
。

余
不
肖
、
承
祖
父
業
、
而
田
園
無
故
、
年
穀
屢
登
、
一
家
衣
食
自
有
贏
餘
。

於
是
、
請
祖
父
而
於
宅
西
南
百
歩
之
外
、
畫
一
町
之
地
、
名
曰
賑
民
之
圃
。

使
郷
内
貧
民
更
耰
之
。

上
以
繼
先
人
之
志
、
下
以
賑
貧
民
。

耆
老
以
此
圃
永
爲
家
産
之
外
、
而
恐
予
孫
或
不
繼
、

請
廣
記
其
事
、
建
石
其
傍
。

廣
曰
、
美
哉
事
也
。

不
敢
爲
名
、
不
敢
爲
利
。

老
其
老
、
及
人
之
老
。

恤
人
之
貧
、
割
己
之
田
。

非
性
質
出
於
人
者
、
而
其
誰
能
之
。

夫
金
帛
物
也
。
有
火
盗
之
恐
。
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今
換
社
倉
之
金
、
以
賑
民
之
圃
。

火
不
能
焼
、
盗
不
能
奪
。

以
傳
不
朽
。

非
富
之
成
徳
者
而
何
耶
。

爲
後
之
子
孫
者
、
觀
此
圃
誦
此
碑
、
肅
然
起
孝
、
誰
有
不
繼
子
之
志
者
乎
。

且
此
舉
、
遠
合
先
哲
之
意
、
則
天
地
鬼
神
爲
其
保
護
、
固
不
容
疑
也
矣
。

於
是
乎
記
。

元
治
二
年
乙
丑
正
月

發
地
家
正
建
石

●
訓
訳

賑
民
圃
の
碑

川
越
戸
井
田
廣
撰
す
。

河
嶋
中
三
興
書
并
び
に
題
額
。

富
の
屋
を
潤
す
や
尚
し
。

ひ
さ

富
を
以
て
德
を
成
す
者
有
り
。

而
し
て
發
智
氏
家
正
の
祖
規
正
は
、
九
十
に
し
て
猶
ほ
瞿

鑠
た
り
。

か
く
し
や
く

器
度
は
人
に
過
ぎ
、
富
は
其
の
先
に
倍
す
。

家
正
、
之
に
仕
ふ
る
こ
と
甚
だ
謹
し
む
。

曽
て
謂
ふ
、

人
の
家
に
耆
老
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

敢
へ
て
責
督
を
用
ひ
ず
し
て
、
子
孫
怠
惰
な
る
を
得
ず
、
と
。

六
七
十
年
の
事
は
、
簿
書
に
求
め
ず
し
て
之
を
記
憶
す
。

然
り
し
て
衣
は
帛
に
非
ざ
れ
ば
暖
と
せ
ず
、
食
は
肉
に
非
ざ
れ
ば
飽
か
ず
。

富
め
る
者
に
至
り
て
は
則
ち
可
な
り
。
貧
し
き
者
は
何
を
以
て
之
に
給
せ
ん
や
。

吾
が
郷
、
貧
民
多
し
。

四
世
の
祖
、
深
く
之
を
憂
ひ
、
金
若
干
を
以
て
郷
人
に
貸
す
。

毎
歳
臘
月
、
其
の
息
を
以
て
均
し
く
之
を
分
つ
。
社
倉
金
と
名
す
。

郷
人
悦
服
す
。

天
保
中
、
其
事
竟
に
廢
せ
り
。

つ
ひ

先
大
人
、
再
興
す
る
に
意
有
る
も
、
不
幸
に
し
て
早
に
没
す
。
故
に
之
を
果
た
さ
ざ
る
な
り
。

つ
と

余
不
肖
、
祖
父
の
業
を
承
く
。
田
園
故
無
け
れ
ば
、
年
穀
屢
々
登
り
、
一
家
の
衣
食

自

ら
贏
餘
有
り
。

し
ば
し
ば
み
の

お
の
ず
か

是
に
お
い
て
、
祖
父
に
請
ひ
て
宅
の
西
南
百
歩
の
外
に
お
い
て
、
一
町
の
地
を
畫
し
、
名
し
て
賑
民
の
圃

こ
こと

曰
ふ
。

郷
内
の
貧
民
を
し
て
更
に
之
を
耰
せ
し
む
。

上
は
以
て
先
人
の
志
を
繼
ぎ
、
下
は
以
て
貧
民
を
賑
ふ
。

す
く

耆
老
、
此
の
圃
を
以
て
永
く
家
産
の
外
と
な
す
も
、
而
も
予
孫
の
或
ひ
は
繼
が
ざ
る
を
恐
る
。

廣
に
其
の
事
を
記
す
る
を
請
ひ
て
、
石
を
其
の
傍
ら
に
建
て
ん
と
す
。

廣
曰
く
、
美
な
る
か
な
事
や
。

敢
へ
て
名
の
た
め
な
ら
ず
、
敢
へ
て
利
の
た
め
な
ら
ず
。
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其
の
老
を
老
と
し
て
、
人
の
老
に
及
ぶ
。

人
の
貧
を
恤
ひ
て
、
己
の
田
を
割
く
。

す
く

性
質
の
人
に
出
づ
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
其
れ
誰
か
之
を
能
く
せ
ん
。

夫
れ
金
帛
は
物
な
り
。
火
盗
の
恐
れ
有
り
。

今
社
倉
の
金
を
換
ふ
る
に
、
賑
民
の
圃
を
以
て
す
。

火
も
焼
く
能
は
ず
、
盗
も
奪
ふ
能
は
ず
。

以
て
不
朽
に
傳
ふ
。

富
の
德
を
成
す
者
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。

後
の
子
孫
た
る
者
、
此
の
圃
を
觀
、
此
碑
を
誦
す
れ
ば
、
肅
然
と
し
て
孝
起
こ
ら
ん
。
誰
か
子
の
志
を
繼

が
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。

且
つ
此
の
舉
は
、
遠
く
先
哲
の
意
に
合
へ
ば
、
則
ち
天
地
鬼
神
も
其
の
保
護
を
な
す
こ
と
、
固
よ
り
疑
ひ

を
容
れ
ざ
る
な
り
。

是
に
お
い
て
か
記
す
。

元
治
二
年
乙
丑
正
月
、

發
地
家
正
、
石
を
建
つ
。

●
人
物

○
戸
井
田
廣

文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
か
ら
明
治
二
十
五
（
一
八
八
八
）
年
。
諱
は
広
業
だ
が
、
こ
こ

で
は
中
国
風
に
、
漢
字
一
文
字
の
廣
と
書
し
て
い
る
。
通
称
は
真
太
郎
、
号
の
戸
井
田
研
斎
で
知
ら
れ
る
。

越
後
高
田
藩
士
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
学
問
を
志
し
て
江
戸
へ
出
て
井
部
香
山
に
師
事
。
学
成
っ

た
の
ち
、
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
に
川
越
藩
大
和
松
平
家
に
儒
官
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
る
。
藩
校
に

出
校
す
る
か
た
わ
ら
藩
主
や
そ
の
子
弟
の
教
授
に
も
あ
た
っ
た
。
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
、
松
平
氏
が

前
橋
に
移
封
に
な
る
と
、
武
州
松
山
陣
屋
の
教
官
と
な
り
、
武
蔵
に
留
ま
る
。
明
治
二
年
に
前
橋
に
移
り

住
み
、
い
っ
た
ん
東
京
へ
出
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
晩
年
は
前
橋
で
閑
居
し
た
。

○
中
三
興

田
中
三
興
（
文
政
三
（
一
八
二
○
）
年
か
ら
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
）
。
比
企
郡
三
保

ヶ
谷
宿
（
現
川
島
町
中
央
部
）
の
人
。
山
左
衛
門
と
称
し
、
の
ち
次
平
と
改
め
た
。
号
は
質
庵
で
、
三
興

は
字
。
家
は
代
々
名
主
を
つ
と
め
、
祖
父
次
郎
右
衛
門
は
治
水
に
功
績
が
あ
っ
た
。
三
興
は
若
く
し
て
江

戸
へ
出
て
市
川
米
庵
の
塾
生
を
三
年
間
つ
と
め
、
家
に
帰
っ
て
私
塾
を
開
い
た
。
弘
化
三
（
一
八
四
六
）

年
に
は
、
中
山
村
（
現
川
島
町
）
が
大
洪
水
に
襲
わ
れ
た
の
を
受
け
て
、
郡
奉
行
安
井
政
章
に
よ
る
川
島

大
囲
堤
築
堤
事
業
が
挙
行
さ
れ
る
が
、
田
中
は
こ
れ
に
力
が
あ
り
、
賞
さ
れ
た
。
明
治
維
新
後
は
教
育
の

重
要
性
を
説
き
、
明
治
三
年
に
は
河
島
書
堂
を
開
設
し
て
子
弟
の
教
育
に
あ
た
る
。
同
十
二
年
の
埼
玉
県

議
会
開
設
に
あ
た
っ
て
は
県
会
議
員
と
な
っ
た
（
十
三
年
ま
で
）
。
こ
こ
で
田
中
姓
を
「
中
」
漢
字
一
文

字
で
表
記
し
て
い
る
の
は
、
中
国
風
の
姓
に
倣
っ
た
も
の
。「
与
謝
蕪
村
」
を
「
謝
蕪
邨
」
と
す
る
類
い
。

●
注

○
賑
民

賑
は
振
に
通
じ
る
。
救
う
。
賑
民
・
振
民
で
、
人
民
を
救
い
恵
む
。「
周
易
」
蟲
卦
象
伝
に
「
君

子
以
振
民
育
德
（
君
子
は
こ
の
卦
に
基
づ
い
て
、
貨
財
に
よ
っ
て
人
民
を
救
済
し
、
自
ら
の
徳
を
育
む
）
」

と
あ
る
。

○
圃

日
本
語
で
は
田
圃
だ
が
、
漢
籍
で
は
耕
作
地
全
般
。

○
富
之
潤
屋

「
礼
記
」
大
学
篇
に
「
富
潤
屋
、
德
潤
身
（
富
が
家
屋
に
潤
い
を
与
え
る
よ
う
に
、
徳
は

体
に
潤
い
を
与
え
る
）」
と
あ
る
。
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○
成
德

「
周
易
」
乾
卦
文
言
伝
に
「
君
子
以
成
德
爲
行
（
君
子
は
徳
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
も
っ
て
行

動
の
基
準
と
す
る
）
」
と
あ
る
。

○
瞿
鑠

矍
鑠
に
同
じ
だ
ろ
う
。
勇
健
、
壮
健
な
さ
ま
。
「
後
漢
書
」
馬
援
伝
に
「
帝
笑
曰
、
矍
鑠
哉
是

翁
也
（
光
武
帝
は
馬
援
に
対
し
、
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。
「
な
ん
と
壮
健
な
こ
と
か
、
こ
の
翁
は
）
」
と

あ
る
。

○
器
度

度
量
。

○
人
家

家
。「
興
人
家
」
は
、
家
を
興
し
て
盛
ん
に
す
る
こ
と
。

○
耆
老

老
人
。
年
老
い
て
徳
の
高
い
者
。

○
責
督

せ
め
た
だ
す
。

○
簿
書

記
録
す
る
帳
簿
や
文
書
。

○
衣
非
帛
不
暖
食
非
肉
不
飽

「
礼
記
」
内
則
篇
に
「
凡
養
老
、
…
…
五
十
始
衰
、
六
十
非
肉
不
飽
、
七

十
非
帛
不
暖
（
養
老
の
礼
、
…
…
五
十
歳
に
な
る
と
衰
え
始
め
、
六
十
歳
で
は
（
消
化
が
よ
く
栄
養
が
よ

い
）
肉
が
な
け
れ
ば
食
事
が
十
分
で
は
な
く
、
七
十
歳
で
は
暖
か
い
絹
織
物
の
衣
服
で
は
な
け
れ
ば
暖
を

保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
）
」
と
あ
る
（
「
礼
記
」
王
制
篇
に
も
同
じ
文
が
あ
る
）
。
「
礼
記
」
の
時
代
に
は

綿
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
麻
の
衣
服
よ
り
も
絹
織
物
の
衣
服
の
方
が
暖
か
か
っ
た
。

○
四
世
祖

十
九
代
宅
右
衛
門
規
義
か
。

○
臘
月

陰
暦
十
二
月
。

○
息

利
息
。

○
均
分
之

利
息
分
を
「
均
等
に
配
分
し
た
」
の
で
は
な
く
、
「
支
払
っ
た
利
息
額
に
応
じ
て
公
平
に
配

分
し
た
」
の
だ
ろ
う
。

○
社
倉
金

社
倉
は
、
飢
饉
に
備
え
て
、
穀
物
を
貯
蔵
し
て
お
く
制
度
。
収
穫
期
に
石
高
に
応
じ
て
穀
物

を
納
め
、
緊
急
時
に
は
そ
こ
か
ら
支
給
し
た
。
平
時
に
は
農
民
に
貸
し
付
け
た
。
こ
こ
で
は
金
を
村
人
に

貸
し
付
け
、
年
末
に
利
息
共
々
回
収
し
、
そ
の
利
息
分
を
借
主
の
村
人
た
ち
に
還
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
其
事
竟
廢

天
保
年
間
は
庄
官
は
規
正
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
保
二
年
に
笠
幡
が
秋
元
侯
の
領
地
と

な
る
と
、
規
正
は
高
麗
郡
の
頭
取
と
な
っ
た
り
、
村
組
合
の
大
惣
代
と
し
て
広
域
の
地
域
の
ま
と
め
役
を

ま
か
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
自
分
の
村
落
以
外
の
責
任
あ
る
仕
事
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
同
十

三
年
に
再
び
川
越
藩
領
と
な
っ
て
も
、
翌
年
に
は
将
軍
家
の
日
光
参
拝
の
支
援
を
担
当
す
る
な
ど
、
経
済

的
な
負
担
も
増
加
し
て
い
た
。
社
倉
金
制
度
の
廃
止
も
あ
る
い
は
こ
う
し
た
規
正
を
め
ぐ
る
厳
し
い
状
況

の
中
で
執
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

○
先
大
人

亡
父
。
二
十
三
代
宅
右
衛
門
孝
正
。
弘
化
二
年
に
規
正
か
ら
家
督
を
譲
り
受
け
庄
官
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
文
久
二
年
、
父
の
規
正
に
先
立
っ
て
早
逝
し
た
。

○
無
故

事
故
や
災
難
が
な
い
。

○
年
穀
屢
登

「
礼
記
」
曲
礼
下
篇
に
「
歳
凶
、
年
穀
不
登
（
凶
年
で
、
穀
物
が
実
ら
な
い
）
」
と
あ
る
。

屢
は
、
常
に
、
何
度
も
、
よ
く
。
登
は
成
、
穀
物
が
実
る
こ
と
。

○
贏
餘

有
り
余
る
こ
と
。

○
百
歩

歩
は
六
尺
（
日
本
で
は
約
二
㍍
）。
百
歩
で
二
百
㍍
。

○
一
町

約
一
㌶
。

○
更

さ
ら
に
。
自
分
の
担
当
の
小
作
地
以
外
に
、
加
え
て
耕
地
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。

○
耰

種
を
蒔
い
て
土
を
な
ら
す
。
耕
作
す
る
こ
と
。
担
当
以
外
の
小
作
地
を
得
、
そ
こ
か
ら
も
収
益
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
耆
老

こ
こ
で
は
家
正
の
祖
父
で
あ
る
規
正
を
指
す
。
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○
老
其
老
、
及
人
之
老

「
孟
子
」
梁
恵
王
上
篇
に
「
老
吾
老
、
以
及
人
之
老
。
幼
吾
幼
、
以
及
人
之
幼
、

天
下
可
運
於
掌
（
自
分
の
老
い
た
父
母
を
敬
い
養
う
の
と
同
じ
よ
う
に
他
人
の
老
い
た
父
母
を
敬
い
養
う
、

自
分
の
幼
い
子
弟
を
慈
し
み
養
育
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
他
人
の
幼
い
子
弟
も
慈
し
み
養
育
す
る
、
そ
う

す
れ
ば
広
い
天
下
も
掌
の
上
で
転
が
す
よ
う
に
容
易
に
治
め
ら
れ
る
）」
と
あ
る
。

○
恤
人
之
貧

恤
貧
は
、
貧
し
い
者
を
あ
わ
れ
み
め
ぐ
む
こ
と
。
具
体
的
に
金
銭
な
ど
を
貸
与
す
る
こ
と

で
、
当
座
の
貧
困
を
救
い
、
民
に
余
裕
が
で
き
た
と
き
に
返
却
し
て
も
ら
う
。

○
性
質

性
の
質
。
生
ま
れ
つ
き
、
本
来
の
気
質
。

○
金
帛

黄
金
と
絹
織
物
。
金
品
。
物
質
的
な
財
産
。

○
火
盗
之
恐

火
災
や
盗
難
に
よ
る
損
壊
。

○
肅
然

つ
つ
し
み
、
か
し
こ
ま
る
さ
ま
。

○
子
之
志

こ
こ
の
「
子
」
は
尊
称
で
、
規
正
や
家
正
を
指
す
だ
ろ
う
。

○
先
哲

古
の
賢
者
。
恤
民
政
策
を
説
い
た
孟
子
な
ど
を
指
す
だ
ろ
う
。

●
口
語
訳

【
題
】

賑
民
圃
碑

【
記
事
】

川
越
の
戸
井
田
廣
が
撰
述
し
た
。

河
嶋
の
（
田
）
中
三
興
が
書
し
、
并
せ
て
題
額
し
た
。

【
富
と
徳
】

富
が
家
屋
に
潤
い
を
与
え
る
こ
と
は
、
聖
賢
の
教
え
に
あ
る
よ
う
に
昔
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
。

し
か
し
（
徳
に
よ
っ
て
、
身
を
潤
す
と
い
う
が
）
、
そ
の
一
方
、
富
に
よ
っ
て
徳
を
成
し
と
げ
る
も
の

が
い
る
。

【
発
智
規
正
翁
】

発
智
家
正
君
の
祖
父
規
正
翁
は
、
九
十
に
し
て
な
お
瞿
鑠
と
し
壮
健
で
あ
る
。

そ
の
広
い
度
量
は
他
の
人
々
を
遙
か
に
超
え
て
お
り
、
し
か
も
保
有
す
る
富
は
先
祖
の
も
の
を
倍
に
ふ

や
し
た
の
で
あ
る
。

【
家
正
君
の
老
翁
へ
の
態
度
】

家
正
君
は
そ
の
翁
に
お
仕
え
す
る
こ
と
、
と
て
も
つ
つ
し
み
深
か
っ
た
。

そ
し
て
、
以
前
こ
う
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
、

「
人
の
家
に
は
、
年
老
い
て
徳
の
高
い
人
が
い
る
べ
き
だ
。
子
孫
た
ち
は
、
決
し
て
責
め
た
だ
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
老
翁
を
意
識
す
れ
ば
、
自
ず
と
襟
を
正
し
、
怠
惰
で
あ
る
こ
と
な
ど
で

き
な
く
な
る
の
だ
か
ら
」
と
。

【
発
智
家
の
貧
民
対
策
】

家
正
君
は
、
こ
の
間
六
七
十
年
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
を
め
く
る
ま
で
も
無
く
す
べ
て
記
憶
し
て

い
る
。

（
そ
し
て
、
考
え
た
）
聖
典
の
教
え
で
は
、
特
に
老
人
に
は
、
衣
服
は
絹
織
物
の
も
の
が
暖
か
く
て
よ
く
、

食
物
は
肉
類
で
あ
れ
ば
、
お
な
か
が
く
ち
く
な
っ
て
満
足
で
き
る
、
と
い
う
。

し
か
し
、
富
裕
な
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
貧
し
い
も
の
に
は
ど
う
や
っ
て
肉
や
絹

織
物
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
わ
が
笠
幡
等
の
村
々
に
は
貧
し
い
民
が
多
い
の
だ
。

そ
こ
で
四
世
の
祖
で
あ
る
規
義
さ
ま
は
、
こ
の
こ
と
を
深
く
憂
い
、
金
銭
の
再
配
分
の
方
法
を
考
え
た
。
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す
な
わ
ち
、
先
ず
金
若
干
を
村
人
に
貸
与
す
る
（
こ
れ
に
よ
り
村
人
は
当
座
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

た
）
。
そ
し
て
毎
年
、
収
穫
を
終
え
、
金
銭
の
余
裕
が
で
き
た
十
二
月
に
な
っ
て
、
借
金
を
利
息
と
も
ど

も
回
収
す
る
。
し
か
し
利
息
分
に
つ
い
て
は
発
智
家
が
受
納
せ
ず
、
借
金
を
し
た
村
人
た
ち
に
公
平
に
還

付
し
た
。
こ
れ
を
「
社
倉
金
」
と
命
名
し
た
。
村
人
た
ち
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
生
き
延
び
る
こ
と
が
で

き
て
、
と
て
も
喜
ん
だ
。

し
か
し
、
天
保
年
間
に
な
る
と
、
こ
の
事
業
は
廃
止
と
な
っ
た
。

亡
父
の
孝
正
は
こ
れ
を
再
興
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
不
幸
な
こ
と
に
早
逝
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
こ
の
意
図
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。

【
家
正
創
案
の
賑
民
圃
】

私
家
正
は
、
愚
か
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
祖
父
規
正
か
ら
家
業
を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。

田
畑
に
お
い
て
、
何
か
特
別
の
事
故
や
災
難
が
な
い
な
ら
ば
、
毎
年
穀
物
は
よ
く
実
り
、
私
達
一
家
も

衣
食
に
困
る
こ
と
無
く
余
裕
の
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
。

そ
こ
で
、
家
正
君
は
、
祖
父
の
規
正
に
お
願
い
し
て
、
発
智
家
の
田
宅
の
西
南
二
百
㍍
あ
ま
り
の
場
所

に
、
一
㌶
程
度
の
耕
地
を
区
切
り
、
「
民
を
救
う
耕
地
」
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
村
内
の
貧
農
に
は
、
担

当
の
小
作
地
に
加
え
て
こ
の
耕
地
を
耕
作
さ
せ
て
、
担
当
以
外
の
臨
時
的
な
収
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
。こ

の
事
業
は
、
上
に
遡
っ
て
は
、
「
民
を
救
い
た
い
」
と
い
う
四
祖
や
亡
父
の
志
を
継
承
す
る
「
孝
」

の
も
の
で
あ
り
、
下
に
く
だ
っ
て
は
貧
民
を
救
済
す
る
と
い
う
「
慈
」
の
も
の
で
あ
る
。

【
石
碑
を
作
る
と
い
う
規
正
翁
の
深
慮
】

規
正
翁
は
、
こ
の
耕
地
を
永
遠
に
家
産
の
外
の
も
の
と
位
置
づ
け
た
が
、
あ
る
い
は
子
孫
た
ち
が
こ
の

考
え
方
や
事
業
を
継
承
し
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
危
ぶ
ん
だ
。

そ
こ
で
翁
は
、
わ
た
く
し
戸
井
田
廣
に
こ
の
間
の
事
情
を
文
章
と
し
て
書
き
記
す
こ
と
を
依
頼
し
て
き

た
。
そ
れ
を
石
碑
に
刻
ん
で
「
賑
民
圃
」
の
傍
ら
に
立
て
て
残
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

【
賑
民
圃
の
す
ば
ら
し
さ
（
一
）
無
私
性
・
利
他
性
】

わ
た
く
し
廣
は
考
え
た
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
事
業
で
は
な
い
か
。

決
し
て
自
分
の
名
誉
の
た
め
で
は
な
く
、
ま
た
決
し
て
自
分
の
利
益
の
た
め
で
も
な
い
。

自
分
の
老
親
を
敬
い
養
う
よ
う
に
他
人
の
老
親
も
敬
い
養
う
。

他
人
の
貧
困
を
あ
わ
れ
み
恵
む
の
に
、
自
分
の
田
畑
を
割
い
て
貸
与
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、生
ま
れ
つ
き
の
気
質
が
普
通
の
人
々
か
ら
抜
き
ん
出
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

【
賑
民
圃
の
す
ば
ら
し
さ
（
二
）
永
続
性
】

ま
た
、
そ
も
そ
も
金
品
は
物
質
的
財
産
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
常
に
火
災
に
よ
る
焼
失
や
盗
難
の

恐
れ
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
翁
は
、
社
倉
金
と
い
う
制
度
に
代
え
て
、
民
を
救
い
恵
む
「
田
地
の
貸
与
」
と
い
う
仕
組

み
を
あ
て
ら
れ
た
。

田
地
は
火
災
で
も
焼
く
こ
と
は
で
き
ず
、
盗
賊
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
い
て
、
永
遠
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
こ
そ
、「
富
が
徳
を
成
し
た
」
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

【
賑
民
圃
碑
の
有
用
性
】

後
の
子
孫
た
ち
が
、
こ
の
「
賑
民
の
圃
」
を
実
見
し
、
ま
た
そ
の
経
緯
を
記
し
た
こ
の
「
賑
民
圃
の
碑
」
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を
読
ん
だ
な
ら
ば
、
先
祖
の
素
晴
ら
し
い
仕
業
に
感
動
し
て
、
自
ず
と
つ
つ
し
み
か
し
こ
ま
り
、
「
孝
」

の
心
が
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
す
べ
て
の
子
孫
が
、
あ
な
た
が
た
の
志
を
必
ず
継
承
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

【
天
地
鬼
神
の
扶
助
】

加
え
て
こ
の
事
業
は
、
遙
か
遠
い
、
孟
子
な
ど
古
代
の
先
哲
達
の
意
思
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

こ
の
事
業
、
ひ
い
て
は
発
智
家
に
対
し
、
天
地
鬼
神
が
保
護
・
加
護
さ
れ
る
こ
と
は
、
全
く
疑
い
を
容
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
述
す
る
。

【
記
事
】

元
治
二
年
乙
丑
の
歳
正
月
、
發
地
家
正
が
石
碑
を
建
て
た
。

三
．
資
料

（
一
）「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
一
八
二

高
麗
郡
之
七

◎
笠
幡
村

○
舊
家
者
啓
次
郎
＊

「
発
智
を
氏
と
す
、
先
祖
は
六
郎
次
郎
と
稱
し
て
、
永
正
の
頃
よ
り
代
々
こ
の
村
の
里
正
た
り
、
古
器
舊

記
等
も
傳
へ
し
に
、
文
化
中
火
災
に
か
ゝ
り
て
烏
有
と
な
れ
り
」

＊
時
代
か
ら
し
て
こ
の
「
啓
次
郎
」
は
、
慶
治
郎
規
正
の
こ
と
。

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

・
な
し
。

②
論
文
な
ど

・
渡
邉
刀
水
「
戸
井
田
研
斎
」
『
埼
玉
史
談
』
（
二
ノ
四
、
一
九
三
一
）
、
『
渡
辺
刀
水
集
』
四
（
青
裳
堂

書
店
、
一
九
八
九
）
所
収
。

・
鈴
木
誠
一
『
川
島
郷
土
史
』（
川
島
村
郷
土
研
究
会
、
一
九
五
六
）。

③
関
連
碑
文

・
「
五
福
具
備
記
」
の
碑
（
「
川
越
○
一
」）

・
「
発
智
孝
正
の
墓
碑
」（
「
川
越
○
二
」）

・
「
発
智
長
義
の
墓
碑
」（
「
川
越
○
三
」）

・
「
発
智
家
正
の
墓
碑
」（
「
川
越
○
五
」）

・
入
間
高
倉
寺
「
永
代
常
夜
灯
」
（
「
入
間
○
一
」）

＊
本
稿
作
成
に
あ
た
り
発
智
金
一
郎
氏
よ
り
、
資
料
と
情
報
の
提
供
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
と
し
た
い
。

以
上

二
○
二
四
年
六
月

薄
井
俊
二
訳
す


